
一般事項について  ver.2026.3.19　環境部環境政策課

No. 質　　問 回　　　　　　　　答

1
昨年度（R７年度）に実施した「新潟市住
宅用再生可能エネルギー等導入促進事業」
と違いはありますか。

・申請書類に不備があった場合、申請者へ連絡します。
・実績報告が期限までに間に合う場合に限り、新潟県が実施する
「太陽光発電設備等共同購入事業」の実施事業者が行う工事も可と
なります。

2

R4年度に実施した「新潟市住宅用再生可
能エネルギー導入促進事業」や、
R5～７年度「新潟市住宅用再生可能エネ
ルギー等導入促進事業」で既に補助を受け
ていますが、今回も申請できますか。

・申請できますが、過去に交付済みの設備は申請することができま
せん。（以前太陽光を導入し、今回蓄電池を導入することは可能）
・今年度に本事業で交付対象になった方も、対象設備が異なってお
り、かつ予算上限に達していない場合、本年度中に改めて申請する
ことができます。
（例：6月に太陽光を申請、10月に蓄電池を申請、など）

3

H21～27年に実施していた本市の事業
（太陽光、エネファーム補助）で既に補助
を受けていますが、今回も申請できます
か。

申請できます。

4
過去に新潟市健幸すまいリフォーム助成事
業、空き家活用推進事業の助成を受けてい
ますが、申請できますか。

申請できます。

5
・国の補助金と併用できますか。
・国の予算を原資とした県や民間の補助金
と併用できますか。

国、県、民間の補助金の側で制限を設けていなければ、併用可能

6 申請書類はどこで入手できますか。
市ホームページからダウンロードにご協力をお願いします。
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/datutanso/shi
en/saiene2025.html

7
申請書類に不足等があった場合はどうなり
ますか。

申請者本人に連絡しますので、すみやかに不足書類の提出をお願い
します。

8
申請を取り下げた場合、書類の返却は可能
ですか。

申請書類は返却しませんので、写しをお取りください。

9
新築住宅で夫婦名義などの場合の申請者は
どうすればよいですか。

どちらか代表の方１名で申請をお願いします。
・納税証明書は申請者のみ提出願います
・見積書や領収書など各種書類は連名であっても、申請者が含まれ
ていれば構いません。
・住民票の発行が間に合う申請者での申請をお願いします。

10
申請者と申請に関わる添付書類に記載の名
前が違いますが、問題ありませんか。

申請に関わる添付書類（「領収書」等）は、全て申請者と同一人で
ある必要があります。
ただし連名の場合、申請者本人が含まれていれば構いません。

11
納税証明書（市制度用）は、引っ越したば
かりだと発行できませんか？

1月1日以降住民票が現在新潟市に移動してあれば、発行できます。
（※新潟市制度用に限る。「未納はありません」と表示される）

12

住民税を会社が特別徴収しているため、タ
イミングにより納税証明書（市制度用）が
発行されない場合はどうすればよいです
か？

・申請は可能ですが、申請書類提出時に追加書類を求めますので、
お手数ですが環境政策課の窓口まで申請書をお持ちください。その
際に追加書類を記載いただきます。
・なお、上記の場合でも遅くても実績報告までには納税証明書（市
制度用）の提出が必要であり、もし未納があった場合は補助金は交
付されません。

13
補助対象設備に係る単独の領収書ではな
く、他の工事と合算されたものでもいいで
すか。

他の工事と合算された領収書のほかに、領収書内訳で当該対象設備
の項目が確認できれば実績報告に必要な書類として扱います。

令和8年度　新潟市住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業　Ｑ＆Ａ

申請書類について

制度や他補助金との併用について

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/datutanso/shi


14
領収書の代わりに通帳の写しでもよいです
か？

銀行振込の場合でも、領収書を発行し提出をお願いします。
（下記クレジットカードの場合は除く）

15
クレジットカード払いで対象設備を設置し
たいため、領収書が発行できないのです
が。

代金の支払いを証する必要があります。工事請負業者にもご相談の
うえ、代金受領が分かる資料の提出をお願いします。

16

新築物件で、領収書に太陽光以外が含まれ
るがどうしたらよいか。
（領収書が額面2,000万円だが、そのうち
太陽光は100万円）

以下のいずれかによる対応をお願いします。
・領収書に手書きで「太陽光発電設備〇万円を含む」と書いた写し
を提出
・総額の領収書の写しを添付し、見積書など太陽光の内訳が分かる
書類を添付

17
領収書は新築ローンの領収書相当書類でも
構いませんか。

以下の①と②の書類両方があれば領収書に代わる書類として認めら
れます。
①施工者の請求書など
②銀行 → 施工者へのローン支払い書

18
写真の撮影の仕方で気を付けるべきポイン
トはありますか。

・設備設置前と設置後の写真が容易に比較できるよう、同じ角度で
撮影してください。
・太陽光発電設備の屋根面の写真については、パネルの配置や枚数
が確認できるよう、設置するすべての屋根面の写真を撮影してくだ
さい。
・パワコン等の型番の撮影の際に、JETPVm認証マークなどの撮影
も必要です。

19
通帳の写しが、銀行アプリを使用していて
カナ名義が表示できません

振込の際にカナ名義が必要なため、銀行に操作方法をお問い合わせ
願います。

※第四北越銀行の通帳アプリは、左上の人物マークから「通帳の設
定」→通帳をタップ→「通帳イメージをPDFで保存」でカナ名義を
含め口座情報のPDFが保存できます。

（参考）第四北越銀行通帳アプリ
https://www.dhbk.co.jp/individual/service/smt_app/pdf/tsu
chohyoushi_file.pdf

（参考）第四北越銀行Web画面
https://www.dhbk.co.jp/individual/service/smt_app/pdf/we
bshoukai_file.pdf

https://www.dhbk.co.jp/individual/service/smt_app/pdf/tsu
https://www.dhbk.co.jp/individual/service/smt_app/pdf/we


20
申請受付開始前に郵送・持参した場合、受
け付けしてもらえますか。

混雑回避のため、令和８年度の申請書書式であれば受領します。
ただし事前に受領したものも、開始日受付扱いとなります。
（開始前に提出しても審査期間が短くなったり、抽選で有利になる
ことはありません）
なお、昨年度の月別申請状況をホームページに掲載していますので
申請時期の参考にしてください。

21
窓口申請、郵送のいずれの申請が確実です
か。

予算が上限に達するまではいずれの方法も変わりはありませんが、
郵送の場合は、簡易書留などの到達確認ができる方法を推奨しま
す。

22
各対象設備の予定件数に達した場合には、
そこで受付は終了するのですか。

はい、それぞれの対象設備の予定件数または予算上限額に達した時
点で受付を終了いたします。なお、予定件数に近くなった場合に
は、ホームページ等でお知らせします。

23
交付決定がいつ出るか教えてもらえます
か。

申請書を受理してから約２週間程度で交付決定を行う予定としてお
ります。（受付開始日からGW後は混み合うため３～４週間程度）
交付決定日を早めてほしいなどの要望はお受けできませんのでご了
承ください。

24
指定の日までに補助金を振り込んでほしい
のですが。

あらかじめ補助金の振込日をご指定いただくことはできませんので
ご了承ください。

25
都合により交付決定後に申請を取り下げた
いのですが、どうしたらよいですか。

「廃止承認申請書（別記様式第３号）」を提出する必要があります
ので、市にご相談ください。

26
対象設備の設置工事について、契約と支払
いが済んでいますが申請できますか。

工事着手前であれば申請できます。領収書や工事代金受領に係る確
認書類等に工事前の支払である旨（「契約時金」など）を明示して
ください。

27
単独の設備で補助金を申請した後、別の設
備も導入することにしました。補助金の申
請はできますか。

予算額を超過していなければ申請できます。
なお、増額ではなく別の申請として取り扱うため、改めて新規に交
付申請から行ってください。

28 店舗併用住宅は申請できますか。
申請時に図面で住宅の床面積の過半が住居の用に供されていること
が確認できれば補助金交付の対象となります。

29
これから新築する予定の住宅は申請できま
すか。

・新築住宅でも申請可能です。
・補助金交付決定日以降に設備の設置工事に着手し、実績報告書の
提出期限までに新築工事と設備の設置工事、住民票の異動・発行を
完了してください。（居住の確認のため、必ず必要です）

30
申請者が当該設備を設置する住宅に居住し
ていない場合は補助対象となりますか。

補助要件を満たしていないため補助対象外となります。
※「設備の導入を行う住宅が自らが現に居住する住宅である場合」
が対象となるため、居住していない場合には補助対象外となりま
す。なお、居住しているかどうかは納税証明書または住民票で確認
します。

31
二世帯住宅で電気系統を別にしており、同
一の住所に複数の同種設備を設置する場合
の考え方について教えてください。

1の住宅につき同種設備は１つまでです。
申請者の契約している電気に対し設備を設置してください。

32 共同住宅は対象になりますか。 対象外です。

33
対象設備が既に設置されている建売り住宅
を購入する場合も対象になりますか。

対象外です。
補助金の交付決定を受けてから新たに対象設備を設置する方を対象
としています。

34
店舗併用住宅において、店舗部分で使用す
るための設備を設置する場合は対象になり
ますか。

住居部分とそれ以外の部分で電灯契約が別になっている場合、店舗
部分のみで使用する設備は対象外です。電灯契約が１の場合、専ら
居住の用に供する部分に使用するための設備は対象になります。

申請の流れについて

住宅の要件について



35
補助対象設備の設置業者が市内業者でない
場合には、補助金は受けられませんか。

・対象外です。
・申請者は市内事業者に発注してください。実績報告時の領収書で
市内業者であることを確認します。
　例：申請者が市内のハウスメーカーと契約し、申請書及び領収書
とも市内のハウスメーカーを記載

36
市外のハウスメーカーで、下請負業者が市
内施工者の場合は補助対象となるか。

補助要件を満たしていないため補助対象外となります。
元請負業者様が市内である必要があります。

37

単身赴任をしている夫名義で工事契約を行
い、妻が省エネ対策を実施する建物に住ん
でいます。
夫が申請者となり補助金を申請できます
か。

申請者の住所が実績報告書提出までに当該住宅に住民票を移してい
ることが確認できなければ補助金交付の対象となりません。

なお、夫の承諾を得て妻が申請し、申請に関わる添付書類（「領収
書」等）も妻宛てであれば補助金交付の対象となります。

38
申請予定者（建物所有者）が単身赴任中で
住民票が市内の設置住所にありません。こ
の場合は、補助申請は可能ですか？

所有をしていても市外に住民登録があるため申請はできません。

なお、申請者親族（例：妻）が設置住所に居住している場合、その
親族を申請者とし、所有者から同意を得てかつ申請に関わる添付書
類（「領収書」等）をその親族宛にすることで申請が可能です。

39
市内営業所等に住宅展示場は含まれます
か？

含みます。

40
複数の設備の補助金を申請することはでき
ますか。

・各設備の補助要件を満たしていれば可能です。
例：太陽光発電設備＋エネファームなど。
・予算が超過してない場合、複数設備を時期をずらしての申請も可
能です。申請は変更でなく新規の交付申請としてください。
例：４月に太陽光発電設備申請、５月に蓄電池を別途申請

41
既に設置してある設備を交換する場合は対
象になりますか。

対象になります。
ただし、既存設備を撤去したことが確認できる写真等を合わせて提
出してください。また、既存設備の一部（パワコン、給湯ユニット
等）を再利用する場合は対象外となります。

42
既に対象設備を設置してしまいましたが、
申請できますか。

補助金交付決定前に設置工事に着手した設備は対象外です。

43
補助金の交付決定通知以前に補助対象設備
の設置に係る配管工事や配線工事を行って
いても補助金の交付は受けられますか。

設備本体（太陽光パネル、パワーコンディショナ、定置用蓄電池、
V2H、エネファーム）の据付け工事の着工日が交付決定通知日以降
であれば、補助金交付の対象となります。架台取付金具の設置工事
や配線工事等の関連工事は先に着手していても構いません。

44
対象設備を申請者が用意し、取り付けのみ
市内業者が行う場合は対象になるか。

取り付け工事を発注する業者の営業所等が市内にあれば対象としま
す。設備本体の発注先は問いません。

45

交付申請時の見積もり業者と、実績報告時
の実際の施工業者が違う場合はどうなる
か。
（申請後、複数社に見積もりを取った場合
など）

申請可能です。
・実際に施工する事業者が市内事業者等である必要があります。市
外事業者の場合は補助金交付決定を取り消します。
・見積書の再提出は不要です。

46
交付希望書や申請書は申請者本人が手書き
する必要がありますか？

手書きは不要です。（Worｄにパソコンで入力OK）

対象設備の要件について

申請者の要件について



対象設備について  ver.2026.3.19　環境部環境政策課

No. 質　　問 回　　　　　　　　答

1
賃貸住宅のオーナーですが、屋根に太陽光
発電設備を設置して、賃貸住宅の電気に利
用する場合は補助対象になりますか。

対象外です。

2
自分の車庫の屋根に太陽光発電設備を設置
しようと考えていますが、補助対象になり
ますか。

申請者が居住する母屋に発電した電力を供給し自家消費している
ことが確認できれば、別棟の車庫に設置する場合も対象となりま
す。

3

新たに太陽光発電設備を導入する際に、既
に住宅に設置されているパワーコンディ
ショナを使用しても補助金は受けられます
か。

対象外です。
補助要件で、導入する設備はパワーコンディショナも含め、未使
用の設備としています。

4
既存の太陽光発電設備について、太陽光パ
ネルのみの増設を考えていますが、補助金
は受けられますか。

対象外です。
・既存のパワーコンディショナ等の構成機器を引き続き使用し、
パネルなどの一部の機器のみを導入する場合は、設備の要件であ
る「未使用品であること」を満たさないため、補助金を受けるこ
とができません。
・またパネルを増設し、パワコンを大きいもの等に更新する場合
も対象外です。

5
定置用蓄電池と併設する太陽光発電設備に
ついて、持ち運び可能なモジュールは対象
となりますか。

対象外です。
住宅用太陽光発電設備が長期的に設置されていることが要件であ
り、持ち運び可能なモジュールは設置として認めていません。

6

太陽光モジュールの公称最大出力（合計）
が10kW以上だが、電力会社の設備認定は
10kW未満の余剰買取区分になっている場
合は対象になりますか。

電力会社による区分が10kW未満の余剰売電である旨を確認でき
る書類を提出できれば対象とします。
申請書の添付書類（太陽光のパネル合計が分かるもの）にその旨
を記載し、実績報告時に根拠書類を添付してください。

根拠書類の例：
・系統連系に係る契約のご案内（写し）
　※東北電力ネットワーク（株）発行で、発電者名義が申請者で
あるもの
・電力需給契約確認書（写し）
　※東北電力ネットワーク（株）発行で、発電者名義が申請者で
あるもの
・資源エネルギー庁の発行する認定証明書（写し）
　※申請者名義がわかるもの

7 FIT登録するものは対象になりますか。
全量売電するものでなければ対象になります。
（いわゆる余剰買電、自家消費型太陽光）

8
JET認証以外にどの認証が対象になります
か。

国内認証機関（NCB）：JET、JQA、TUV、ULによる認証を
想定しています。その他機関で認証を受けている機器を設置予定
の場合は、事前に当課にご相談ください。

9

PPA形式※やリースにより導入する場合
は対象になりますか。

※発電事業者が太陽光などの発電設備を無
償で設置して保有、管理を行い、需要者が
その発電設備で発電された電力の自家消費
量分を電気料金として発電事業者に支払う
仕組み。

対象外です。
自身で設備を購入し、所有する際の費用に対する補助を目的とし
ています。

10
災害用、非常用電源として家庭用に使用す
るポータブル電源の購入を考えていますが
対象になりますか。

対象外です。
定置用のみが対象で、ポータブル型は補助対象に含まれません。

11

現在すでに古い蓄電池設備があるが、今回
新しく蓄電池を設置した場合は申請可能で
すか。

・申請可能です
ただし、新しく２台目の蓄電池システム一式を新規設置する場合
に限ります。（既存のバッテリー容量増設や改造はNG）
・上記を満たしていても、過去に既に蓄電池で本補助金の交付を
受けている場合は申請できません。

13
蓄電池をこれから新設する予定だが、
太陽光のパワコンは既存（ハイブリットタ
イプ）を活用してよいか。

・よろしいです。
・なお、蓄電池-パワコン一体型は除きます（既存蓄電池-パワコ
ンの改造になるため）
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